


 

 

第２    引の の企業間取引の公正化への取組    

１ 下請法に関する基礎知識を習得することを希望する者を対象として，下請法の基礎的な

説明を行う「下請法基礎講習会」を実施している。平成27年度は，同講習会を４県９会

場で実施した。 

 

２ 毎年11月を「下請取引適正化推進月間」と定め，四国経済産業局と共同して，下請法

の概要等を説明する下請取引適正化推進講習会を実施している。平成27年度は，同講習

会を４県４会場（うち公正取引委員会主催分２県２会場）で実施した。 


